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港港区区新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策行行動動計計画画ととそそのの他他関関連連計計画画ととのの相相関関図図

港港区区新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策行行動動計計画画改改定定版版（（素素案案））のの概概要要

計計画画改改定定のの背背景景

区では、新型インフルエンザ等対策特別措
置法第８条に基づき、平成26年11月に「港区
新型インフルエンザ等対策行動計画」（以下
「区行動計画」といいます。）を策定し、感
染症対策を進めてきました。
その後、新型コロナウイルス感染症が流行

し、感染症法の類型が５類に変更されるまで、
度重なる感染拡大の波を乗り越えてきました。
そのような状況の中で、令和４年12月に感

染症法が改正され、令和６年３月に「港区感
染症予防計画」（以下「区予防計画」といい
ます。）を策定しました。さらに、新型コロ
ナ対応を通じて明らかになった課題を踏まえ、
国が令和６年７月に「政府行動計画」を抜本
改定しました。これを受けて、都も令和７年
５月に「都行動計画」を抜本改定しています。
これらの状況を踏まえ、区においても、国

や東京都の行動計画の改定内容を反映し、こ
れまでの新型コロナ対応の経験を活かすとと
もに「区予防計画」との整合性も図りながら、
「区行動計画」を見直します。

※「区予防計画」は、感
染症対策における平時の
備えとして基本的な事項
を示したものです。一方、
「区行動計画」は、新型
インフルエンザ等感染症
の発生段階に応じた具体
的な対策や行動を示すも
のであり、両者は互いに
補完し合う関係にありま
す。

国国・・東東京京都都のの計計画画等等＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●●感感染染症症法法

感染症の予防・まん延防止

●●地地域域保保健健法法

地域住民の健康の保持及び増進

義務

◎◎地地域域保保健健基基本本指指針針
◎◎健健康康危危機機対対処処計計画画策策定定ガガイイドドラライインン

国
医療、介護、福祉等における関係機関との連携
新興感染症のまん延を含めた健康危機への対処

◎◎基基本本指指針針

感染症予防の推進に関する方向性を定めた指針
国

整合

◎◎東東京京都都感感染染症症予予防防計計画画東
京
都

都が定める平時の予防計画、保健、医療提供体制
に関する記載を具体的な数値目標を加え充実化

●●新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策特特別別措措置置法法

新型インフルエンザ等感染症を含む新興感染症
発生時における基本的な方針及び措置

国

義務

◎◎新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策政政府府行行動動計計画画

義務

国

整合

◎◎東東京京都都新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策行行動動計計画画
東
京
都

港港区区のの計計画画等等＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

◆◆港港区区新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策行行動動計計画画

区の実情を踏まえた対策の指針

◆◆港港区区地地域域保保健健福福祉祉計計画画

各ライフステージに応じた地域共生社会の
実現をめざした保健福祉計画の包括的な推進

整合

整合 義務
義務

◆◆港港区区感感染染症症予予防防計計画画※※

国の基本指針、都の予防計画に
則り、区の実情を踏まえ策定

◆◆港港区区健健康康危危機機管管理理ママニニュュアアルル

予防計画の実効性を保つため
の保健所内の手引書

整合

義務

整合

改改定定ポポイインントト①① 〔〔対対策策項項目目のの拡拡充充〕〕

現行の区行動計画の対策項目（７項目） 改定後の区行動計画の対策項目（13項目）

改改定定ポポイインントト②② 〔〔発発生生段段階階のの考考ええ方方〕〕

（総論）国・都・区等の役割

①サーベイランス・情報収集

②情報提供・共有

③区民相談

④感染拡大防止

⑤予防接種

⑥医療

⑦区民生活及び経済活動の
安定の確保

①実施体制

②情報収集・分析

③サーベイランス

④情報提供・共有、リスクコ
ミュニケーション

⑤水際対策

⑥まん延防止

⑦ワクチン

⑧医療

⑨治療薬・治療法

⑩検査

⑪保健

⑫物資

⑬区民生活及び地域経済の安
定の確保

現行の区行動計画の発生段階（６段階）

未発生期

海外発生期

国内発生早期（都内未発生期）

都内発生早期

都内感染期

小康期

＜医療体制＞
第一ステージ

（通常の院内体制）

＜医療体制＞
第二ステージ

（院内体制の強化）

＜医療体制＞
第三ステージ
（緊急体制）

改定後の区行動計画の発生段階（３段階）

準備期
（発生前の段階）

初動期（Ａ）
（新型インフルエンザ等に位置づけられ
る可能性がある感染症が発生した段階）

対応期

封じ込めを念頭に対応する時期（Ｂ）

病原体の性状等に応じて対応する時期
（Ｃ－１）

ワクチンや治療薬等により対応力が高ま
る時期（Ｃ－２）

特措法によらない基本的な感染症対策に
移行する時期（Ｄ）

改
定
後

国 国

１

１ページ、本書は、港区新型インフルエンザ等対策行動計画改定版（素案）の概要版です。

・計画改定の背景

区では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条に基づき、平成 26 年 11 月に「港区新型インフルエンザ等

対策行動計画」（以下「区行動計画」といいます。）を策定し、感染症対策を進めてきました。その後、新型コロ

ナウイルス感染症が流行し、感染症法の類型が５類に変更されるまで、度重なる感染拡大の波を乗り越えてきま

した。

そのような状況の中で、令和４年 12 月に感染症法が改正され、令和６年３月に「港区感染症予防計画」（以下

「区予防計画」といいます。）を策定しました。さらに、新型コロナ対応を通じて明らかになった課題を踏ま

え、国が令和６年７月に「政府行動計画」を抜本改定しました。これを受けて、都も令和７年５月に「都行動計

画」を抜本改定しています。

これらの状況を踏まえ、区においても、国や東京都の行動計画の改定内容を反映し、これまでの新型コロナ対応

の経験を活かすとともに「区予防計画」との整合性も図りながら、「区行動計画」を見直します。

・港区新型インフルエンザ等対策行動計画とその他関連計画との相関図

この図では、国・東京都・港区の計画がどのように関連しあっていて、整合を図っているかを表しています。

また、「区予防計画」は、感染症対策における平時の備えとして基本的な事項を示したものです。一方、「区行動

計画」は、新型インフルエンザ等感染症の発生段階に応じた具体的な対策や行動を示すものであり、両者は互い

に補完し合う関係にあります。

・改定ポイント① 対策項目の拡充

対策項目を、現行の７項目（サーベイランス・情報収集、情報提供・共有、区民相談、感染拡大防止、予防接

種、医療、区民生活及び経済活動の安定の確保）から１３項目（実施体制、情報収集・分析、サーベイランス、

情報提供・共有、リスクコミュニケーション、水際対策、まん延防止、ワクチン、医療、治療薬・治療法、検

査、保健、物資、区民生活及び地域経済の安定の確保）に拡充します。

新型コロナ対応を通じて、従来の枠組みでは十分に整理されていなかった分野の重要性が明らかになったことを

踏まえたもので、特に、検査やワクチンなどについては、実務での運用を見据え、独立した章立てや補足を行

い、記載内容をより具体化しています。

・改定ポイント② 発生段階の考え方

現行計画では、（未発生期、海外発生期、国内発生早期、都内発生早期、都内感染期、小康期）の６項目でした

が、改定後は、（準備期、初動期、対応期）の３項目の段階に整理しています。
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計画の構成

はじめに

計画改定の目的

計画の改定概要

第１部 基本的な考え方
（Ｐ１～Ｐ20）

第１章 計画の基本的な考え方

第２章 対策の目的等

第３章 発生段階等の考え方

第４章 対策項目

第２部 各対策項目の考え方及び取組
（Ｐ21～Ｐ133）

第１章 実施体制

第２章 情報収集・分析

第３章 サーベイランス

第４章 情報提供・共有、リスクコミュニ
ケーション

第５章 水際対策

第６章 まん延防止

第７章 ワクチン

第８章 医療

第９章 治療薬・治療法

第10章 検査

第11章 保健

第12章 物資

第13章 区民生活及び地域経済の安定の
確保

第３部 新型インフルエンザ
等に対応する区の実施体制

（Ｐ134～Ｐ140）

第１章 実施体制の整備

第２章 対策の推進

第３章 区対策本部の設置

用語集

各章の対応期の後ろに、新型
コロナウイルス感染症対応の
記録をコラムとして記載

参考資料 関連計画一覧

２

２ページ、計画の構成

改定後の行動計画の構成を図で表しています。

改定版素案の構成は、東京都の行動計画と同様に、３部構成としています。

はじめに

計画改定の目的

計画の改定概要

第１部 基本的な考え方

第１章 計画の基本的な考え方

第２章 対策の目的等

第３章 発生段階等の考え方

第４章 対策項目

第２部 各対策項目の考え方及び取組

第１章 実施体制

第２章 情報収集・分析

第３章 サーベイランス

第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション

第５章 水際対策

第６章 まん延防止

第７章 ワクチン

第８章 医療

第９章 治療薬・治療法

第 10 章 検査

第 11 章 保健

第 12 章 物資

第 13 章 区民生活及び地域経済の安定の確保

第３部 新型インフルエンザ等に対応する区の実施体制

第１章 実施体制の整備

第２章 対策の推進

第３章 区対策本部の設置

参考資料 関連計画一覧

用語集

また、第２部各章の対応期の後ろに、新型コロナウイルス感染症対応の記録をコラムとして記載しています。
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計画の要約

第１部 基本的な考え方

対象の目的等

新型インフルエンザ等対策を区としての危機管理に関
わる重要な課題と位置付け、次の２点を主たる目的と
します。

第２部 各対策項目の考え方及び取組

第３部 新型インフルエンザ等に対応する区の実施体制

計画の基本的な考え方

●●感感染染拡拡大大のの抑抑制制、、区区民民のの生生命命及及びび健健康康のの保保護護
●●区区民民生生活活及及びび地地域域経経済済にに及及ぼぼすす影影響響のの最最小小化化

（１）区は政府・都の行動計画に基づき、新型インフル
エンザ等への基本方針と実施内容を示し、病原性の
強弱や状況に応じた対策の選択肢を提示します。ま
た、新型コロナ以外の新たな呼吸器感染症の流行も
想定します。

（２）国、都、区、医療機関、事業者、区民などの役割
を示し、各主体が連携して新型インフルエンザ等の
対策を推進します。

（３）区の地理や人口密度、交通網、通勤・通学者流入、
医療体制を考慮し、総合的で効果的な対策を組み合
わせ、バランスの取れた対応を目指します。

（４）新型コロナ対応で得た知見・経験を踏まえ、計画
を記載し、関係機関や区民と共有して未知の感染症
危機への備えを強化します。

区対策本部の設置

区は、国による緊急事態宣言がなされた場合、特措法第34条第１項に基づき、
区対策本部を設置します。

港区新型インフル
エンザ等対策本部

構成員

本部長：区長

副本部長：両副区長・教育長

本部員：各部長・関係課長・管轄の消防署長等

対象とする感染症

ア 新型インフルエンザ等感染症

イ 指定感染症（当該疾病にかかった場合の病状の程

度が重篤であり、かつ全国的かつ急速なまん延のお

それがあるもの）

ウ 新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあ

るもの） ３

３ページ、計画の要約

第１部 基本的な考え方

計画の基本的な考え方

（１）区は政府・都の行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本方針と実施内容を示し、病原性の強弱

や状況に応じた対策の選択肢を提示します。また、新型コロナ以外の新たな呼吸器感染症の流行も想定します。

（２）国、都、区、医療機関、事業者、区民などの役割を示し、各主体が連携して新型インフルエンザ等の対策

を推進します。

（３）区の地理や人口密度、交通網、通勤・通学者流入、医療体制を考慮し、総合的で効果的な対策を組み合わ

せ、バランスの取れた対応を目指します。

（４）新型コロナ対応で得た知見・経験を踏まえ、計画を記載し、関係機関や区民と共有して未知の感染症危機

への備えを強化します。

対策の目的等

新型インフルエンザ等対策を区としての危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の２点を主たる目的としま

す。

●感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護

●区民生活及び地域経済に及ぼす影響の最小化

対象とする感染症

ア、新型インフルエンザ等感染症

イ、指定感染症（当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ全国的かつ急速なまん延のおそれが

あるもの）

ウ、新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの）

第２部 各対策項目の考え方及び取組

各章の発生段階ごとの考え方と取組を記載した図になっています。

港区独自の記載項目

①港区（みなとく）における新型コロナ対応の記録

第２部の各対策項目の「対応期」の後に、区のコロナ対応の記録を「コラム」として挿入

②みなと地域感染制御協議会（ＭＩＣＣ）

区内医療機関と区の合同による感染症対策訓練の実施等

③外国人対応

大使館、国際交流協会、民間企業との連携による情報提供の実施

④ワクチン接種

接種体制の構築に向けた訓練の実施

⑤感染状況に応じた健康危機対応

過度な勤務にならないような体制構築の実施

第３部 新型インフルエンザ等に対応する区の実施体制

区対策本部の設置

区は、国による緊急事態宣言がなされた場合、特措法第 34 条第１項に基づき、区対策本部を設置します。

港区新型インフルエンザ等対策本部構成員

本部長：区長

副本部長：両副区長・教育長

本部員：各部長・関係課長・管轄の消防署長等
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新型コロナ対応の記録一覧

対策項目 コラム
記載
ページ

第１章 実施体制
みなと地域感染制御協議会（ＭＩＣＣ） 25

（１）背景 （２）健康危機管理体制の整備 26

第２章 情報収集・分析 （１）区内の事業者におけるコロナ感染についての区の対応 （２）リスク評価の公表 30～31

第４章 情報提供・共有、
リスクコミュニケーション

（１）区内感染者数の推移等の公表 （２）みなと保健所電話相談窓口 （３）感染症予防についてのリーフ
レットの作成 （４）接客を伴う区内飲食店の営業者への注意喚起 （５）こころのサポートダイヤル

47～48

第６章 まん延防止 （１）感染症専門アドバイザーの設置 （２）新型コロナ感染症対策オンライン研修の実施 56

第７章 ワクチン
（１）専管組織の設置 （２）電話相談窓口の開設 （３）集団接種の取組 （４）職域接種の取組
（５）高齢者施設入所者への接種の実施 （６）高齢者宅への巡回接種の実施

73～76

第10章 検査 （１）新型コロナウイルス感染症疑い患者への対応強化策 （２）高齢者施設等におけるＰＣＲ検査支援事業 91

第11章 保健

（１）人員体制の強化 （２）人員体制強化に伴う執務環境の整備
（３）ＩＣＴを活用した積極的疫学調査の実施 （４）自宅療養者等へのパルスオキシメーター貸出し
（５）自宅療養者への医療支援等に関する取組 （６）新型コロナウイルス感染症患者の搬送体制の強化
（７）新型コロナウイルス感染症自宅療養支援事業（食料品の配送）
（８）自宅療養者（高齢者）への１日３食の配食サービスの提供
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第12章 物資
（１）区内医療機関等への備蓄マスクの提供 （２）各区有施設への備蓄マスクの配布
（３）診療・検査医療機関等における感染防止対策支援

122

第13章 区民生活及び
地域経済の安定の確保

（１）新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん （２）創業再チャレンジ支援事業
（３）テイクアウト・デリバリー・通信販売導入商店街店舗応援事業
（４）商店街イベント新型コロナ対策支援事業 （５）チャレンジ商店街店舗応援事業
（６）集団接種会場等への移動用タクシー利用券の支給 （７）集団接種会場等での付添支援事業
（８）新型コロナウイルス感染症対策居所提供事業（９）在宅要介護者緊急支援一時支援事業
（10）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 （11）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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（15）就学援助の前年度所得によらない認定の実施（特例認定）
（16）「みなと新型コロナ対策宣言店」ステッカーの配布
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４

４ページ、新型コロナ対応の記録一覧
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